
平成２３年東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査及び特

定保健指導の受診機会の確保に関する要綱 

 

 

（受診機会確保の特例） 

第１条 平成２３年東日本大震災（以下「地震」という。）に際し、東日本大震

災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成２３年法律第

４０号）第２条第３項に規定する特定被災区域に、地震発生時において住所を

有する次の各号のいずれかに該当する者（以下「被災者」という。）に係る高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高確法」と

いう。）第２０条の規定に基づく特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定

健診等」という。）の受診機会の確保に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 一 健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定による被保険者（同法第三

条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法（昭和３３

年法律第１２８号）及び地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２

号）に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法（昭和２８年法

律第２４５号）の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。）又は

その被扶養者（健康保険法の規定による被扶養者をいう。） 

 二 日雇特例被保険者（健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第４

３条の２第１項第５号に規定する日雇特例被保険者をいう。）又はその被扶養

者（健康保険法の規定による被扶養者をいう。） 

 三 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）の規定による被保険者（国家公務

員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除

く。）又はその被扶養者（船員保険法の規定による被扶養者をいう。） 

 四 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による被保険者（千

葉市国民健康保険被保険者については第５条の規定による免除の申請を行う

者に限る。） 

 五 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者（同法

の規定による被扶養者をいう。） 

 六 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者（同

法の規定による被扶養者をいう。） 

 七 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又

はその被扶養者（同法第２５条において準用する国家公務員共済組合法の規

定による被扶養者をいう。） 

 

（準用規定） 



第２条 この要綱の取扱いについては、千葉市国民健康保険特定健康診査及び

特定保健指導実施要綱（以下「特定健診要綱」という。）第１条から第１３条

まで及び第１５条から第１８条までの規定を準用するものとする。 

 

（読替え規定） 

第３条 前条の規定により特定健診要綱を準用する場合においては、次の表の

左欄に掲げる特定健診要綱の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

  

第２条 千葉市国民健康保険被保険者 被災者 

第３条 当該年度 平成２４年 

第６条第２項 国民健康保険被保険者証 加入している医療保

険の被保険者証等 

第１２条第１項 国保連合会 市 

第１２条第２項 国保連合会 市 

第１３条第１項 国保連合会 市 

第１５条 国保連合会 市 

第１６条 国保連合会 市 

 

（自己負担金の免除） 

第４条 第２条において準用する特定健診要綱（以下、「準用特定健診要綱」と

いう。）第１１条第１項の規定にかかわらず、地震により、次の各号に掲げる

事由のいずれかに該当する被災者が特定健診等を受診する場合は、受診者の

負担額を免除する。ただし、千葉市一日人間ドック費用助成要綱の規定に基

づく費用助成を受ける者は、除くものとする。 

 一 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたこと 

 二 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったこと 

 三 主たる生計維持者の行方が不明であること 

 四 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと 

 五 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと 

六 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１５条第３ 

 項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大 

 臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っていること 

七 原子力災害対策特別措置法第２０条第３項の規定による、計画的避難区 

 域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対 

象となっていること 



 八 前各号に類する事由があったこと 

 

（免除の申請） 

第５条 前条の規定によって、免除を受けようとする者は、「特定健康診査自己

負担金免除申請書」に免除を必要とする要件に該当することを証明する書類

を添えて、特定健診等を受診する前に市長に提出しなければならない。 

 

（免除の決定通知） 

第６条 市長は、前条による申請を承認したときは、「特定健康診査自己負担金

免除承認決定通知書」（以下「承認通知書」という。）を、承認しないときは、

「特定健康診査自己負担金免除不承認決定通知書」により、申請者に通知し

なければならない。 

２ 承認通知書の交付を受けた者が特定健康診査を受ける場合は、特定健診要

綱第６条第２項の規定するものに加えて、当該承認通知書を提示しなければ

ならない。 

 

（自己負担金の還付） 

第７条 市は、要件に該当する被災者が承認通知書を社団法人千葉市医師会の

推薦を受けて市が指定する医療機関（以下「医療機関」という。）に提出しな

いで特定健診等を受診した場合における医療機関に支払った自己負担金につ

いては、承認通知書を提出しなかったことがやむを得ないと認められるとき

は、被災者に還付することができる。 

 

（還付の申請） 

第８条 前条の規定によって、還付を受けようとする者は、「特定健康診査自己

負担金還付申請書」に既に支払った自己負担金の額を証明する書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

 

（還付の決定通知） 

第９条 市長は、前条による申請を承認したときは、「特定健康診査自己負担金

還付承認決定通知書」を、承認しないときは、「特定健康診査自己負担金還付

不承認決定通知書」により、申請者に通知しなければならない。 

 

（免除又は還付の取消し） 

第１０条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除又は還付を受けた

者があることを発見したときは、直ちにその者に係る免除又は還付を取り消



すものとする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、平成２３年５月２日から施行し、平成２３年度分の特定

健康診査及び特定保健指導から適用する。 

 （千葉市国民健康保険被保険者に係る特例） 

第２条 千葉市国民健康保険被保険者に係る特定健康診査等の費用から自己負

担金（第４条の規定により免除された場合は免除前の自己負担金）を控除し

た額の費用の請求等については、準用特定健診要綱第１２条から第１３条ま

で及び第１５条から第１７条までの規定にかかわらず、千葉市国民健康保険

特定健康診査及び特定保健指導実施要綱第１２条から第１７条までの定める

ところによる。 


